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条 例 

 

 江東区事務手数料条例等の一部を改正する条例

を公布する。 

  令和４年６月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第２０号 

   江東区事務手数料条例等の一部を改正する

条例 

（江東区事務手数料条例の一部改正） 

第１条 江東区事務手数料条例（昭和３３年３月

江東区条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第４中４２の項を削り、４３の項を４２

の項とし、４４の項から９４の項までを１項ず

つ繰り上げる。 

  別表第６の１の項中「若しくは第６８条の６

９第３項第５号イ」及び「若しくは第６８条の

６９第３項第７号イ」を削り、同表８４の項を

同表８５の項とし、同表８３の項中「若しくは

第６８条の６９第３項第６号」及び「若しくは

第６８条の６９第３項第７号ロ」を削り、同項

を同表８４の項とし、同表８２の項の次に次の

ように加える。 
８３  長期

優 良 住 宅

の 普 及 の

促 進 に 関

す る 法 律

第 １ ８ 条

第 １ 項 の

規 定 に 基

づ く 住 宅

の 容 積 率

に 関 す る

特 例 の 許

可 の 申 請

に 対 す る

審査 

認定を受け

た長期優良

住宅建築等

計画に基づ

く建築に係

る住宅の容

積率の特例

許可申請手

数料 

１件につき 

１６０，

０００円 

許可

申請

のと

き 

（江東区事務手数料条例の一部を改正する条例の

一部改正） 

第２条 江東区事務手数料条例の一部を改正する

条例（令和３年３月江東区条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

  附則第２項中「有効期間の満了に当たって」

を「営業を継続するために」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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江東区特別区税条例等の一部を改正する条例を

公布する。 

  令和４年６月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第２１号 

   江東区特別区税条例等の一部を改正する条

例 

（江東区特別区税条例の一部改正） 

第１条 江東区特別区税条例（昭和３９年１２月

江東区条例第４８号）の一部を次のように改正

する。 

第１５条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２

４条第１項に規定する確定申告書に特定配当

等に係る所得の明細に関する事項その他地方

税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。

以下「施行規則」という。）に定める事項の

記載があるときは、当該特定配当等に係る所

得の金額については、適用しない。 

第１５条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２

４条第１項に規定する確定申告書に特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事

項その他施行規則に定める事項の記載がある

ときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の金額については、適用しない。 

第２０条第１項第５号中「（所得税法施行令

の一部を改正する政令（平成２０年政令第１５

５号）附則第１３条第２項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる改正前の所得税法

施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規

定する民法法人を含む。）」を削る。 

第２０条の３第１項中「特定配当等申告書」

及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確

定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係

る年度分」を「確定申告書に係る年の末日の属

する年度の翌年度分」に改める。 

第２３条第１項ただし書中「所得税法第２条

第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配

偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所

得金額が９００万円以下であるものに限る。）

の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定

する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計

所得金額が９５万円以下であるものに限る。）

で控除対象配偶者に該当しないもの」に改める。 

第２４条の２の見出し中「扶養親族申告書」

を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１項中

第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第

１号の次に次の１号を加える。 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，

０００万円以下であるものに限る。）の自

己と生計を一にする配偶者（法第３１３条

第３項に規定する青色事業専従者に該当す

るもので同項に規定する給与の支払を受け

るもの及び同条第４項に規定する事業専従

者に該当するものを除き、合計所得金額が

１３３万円以下であるものに限る。次条第

１項において同じ。）の氏名 

第２４条の３の見出し中「扶養親族申告書」

を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１項中

「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納

税義務者（合計所得金額が９００万円以下であ

るものに限る。）の自己と生計を一にする配偶

者（退職手当等（第３６条の２に規定する退職

手当等に限る。以下この項において同じ。）に

係る所得を有する者であって、合計所得金額が

９５万円以下であるものに限る。）をいう。第

２号において同じ。）又は」を、「控除対象扶

養親族」の次に「であって退職手当等に係る所

得を有しない者」を加え、同項中第３号を第４

号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

(2) 特定配偶者の氏名 

第３６条の７中「第２条第４項ただし書」を

「第２条第３項ただし書」に改める。 

付則第３条の４の２第１項中「令和１５年

度」を「令和２０年度」に、「令和３年」を

「令和７年」に改める。 

付則第８条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条

の４第２項に規定する特定上場株式等の配当

等（以下この項において「特定上場株式等の

配当等」という。）に係る配当所得に係る部

分は、区民税の所得割の納税義務者が前年分

の所得税について特定上場株式等の配当等に

係る配当所得につき同条第１項の規定の適用

を受けた場合に限り適用する。 

付則第１１条第３項中「、第３７条の８又は

第３７条の９」を「又は第３７条の８」に改め

る。 

付則第１４条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る

所得が生じた年分の所得税に係る第２４条第

１項に規定する確定申告書に前項後段の規定

の適用を受けようとする旨の記載があるとき
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に限り、適用する。 

付則第１４条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る

所得が生じた年分の所得税に係る第２４条第

１項に規定する確定申告書に前項後段の規定

の適用を受けようとする旨の記載があるとき

に限り、適用する。 

付則第１４条の３第６項中「年の翌年の４月

１日の属する年度分の」を「年分の所得税に係

る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を

「確定申告書にこの項」に改め、「（条約適用

配当等申告書にこれらの記載がないことについ

てやむを得ない理由があると区長が認めるとき

を含む。）」を削る。 

付則第１８条を削る。 

（江東区特別区税条例の一部を改正する条例の一

部改正） 

第２条 江東区特別区税条例の一部を改正する条

例（令和３年７月江東区条例第１４号）の一部

を次のように改正する。 

第２４条の３第１項各号列記以外の部分の改

正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢

１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年

齢１６歳未満の者又は」を加え、「有しないも

のを除く」を「有する者」に改める。 

附則第２条第４項中「の規定中個人の区民税

に関する部分」を「第１０条第２項、第１４条

第１号及び第２４条の３第１項並びに付則第２

条の４第１項の規定」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 第１条中江東区特別区税条例第２４条の２

の見出し及び同条第１項並びに第２４条の３

の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同

条例付則第３条の４の２第１項及び第１１条

第３項の改正規定並びに同条例付則第１８条

を削る改正規定並びに第２条（次号に掲げる

改正規定を除く。）の規定並びに附則第２条

第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日 

(2) 第１条中江東区特別区税条例第１５条第４

項及び第６項、第２０条の３第１項及び第２

項、第２３条第１項ただし書並びに第３６条

の７の改正規定並びに同条例付則第８条第２

項、第１４条の２第４項並びに第１４条の３

第４項及び第６項の改正規定並びに第２条

（江東区特別区税条例の一部を改正する条例

（令和３年７月江東区条例第１４号）附則第

２条第４項の改正規定に限る。）の規定並び

に附則第２条第３項の規定 令和６年１月１

日 

（区民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の江東区特別

区税条例（以下「新条例」という。）第２４条

の２第１項の規定は、前条第１号に掲げる規定

の施行の日（以下この項及び次項において「１

号施行日」という。）以後に支払を受けるべき

第２４条の２第１項に規定する給与について提

出する同項及び同条第２項に規定する申告書に

ついて適用し、１号施行日前に支払を受けるべ

き第１条の規定による改正前の江東区特別区税

条例（次項において「旧条例」という。）第２

４条の２第１項に規定する給与について提出し

た同項及び同条第２項に規定する申告書につい

ては、なお従前の例による。 

２ 新条例第２４条の３第１項の規定は、１号施

行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規

定する公的年金等（同法第２０３条の７の規定

の適用を受けるものを除く。以下この項におい

て「公的年金等」という。）について提出する

新条例第２４条の３第１項に規定する申告書に

ついて適用し、１号施行日前に支払を受けるべ

き公的年金等について提出した旧条例第２４条

の３第１項に規定する申告書については、なお

従前の例による。 

３ 前条第２号に掲げる規定による改正後の江東

区特別区税条例の規定中個人の区民税に関する

部分は、令和６年度以後の年度分の個人の区民

税について適用し、令和５年度分までの個人の

区民税については、なお従前の例による。 

                    

 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例を公布する。 

  令和４年６月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第２２号 

   江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例

（平成１２年３月江東区条例第４８号）の一部を

次のように改正する。 

第１７条第３項中「６，４００円」を「１６，

０００円」に改める。 
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   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の江東区立幼稚園教育

職員の給与に関する条例（以下「改正後の条

例」という。）第１７条第３項の規定は、令和

４年４月１日以後の勤務に係る教員特殊業務手

当について適用し、同日前の勤務に係る教員特

殊業務手当については、なお従前の例による。 

（教員特殊業務手当の内払） 

３ 改正後の条例第１７条第３項の規定を適用す

る場合においては、この条例による改正前の江

東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規

定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、

改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の

内払とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 

 

 水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

公布する。 

  令和４年６月２３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第６０号 

   水防又は応急措置の業務に従事した者の損

害補償に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則（昭和４３年８月江東区

規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４常時介護を要する状態の項中「１６６，

９５０円」を「１７１，６５０円」に、「７２，

９９０円」を「７５，２９０円」に改め、同表随

時介護を要する状態の項中「８３，４８０円」を

「８５，７８０円」に、「３６，５００円」を

「３７，６００円」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の

水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則（以下「新規則」とい

う。）の規定は、令和４年４月１日（以下「適

用日」という。）から適用する。 

（経過措置） 

２ 新規則別表第４の規定は、適用日以後の期間

に係る介護補償の額について適用し、適用日前

の期間に係る介護補償の額については、なお従

前の例による。 

                    

 江東区特別区税条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和４年６月２３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第６１号 

   江東区特別区税条例施行規則の一部を改正

する規則 

 江東区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月

江東区規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 
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 別記第２７号様式中 

「 

 
」 

を 
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「 

 」 

に改める。 

 別記第２７号の２様式を次のように改める。 
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別記第２７号の２様式（第１６条関係） 

 
   附 則 

 この規則は、令和４年７月１日から施行する。 
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 江東区私道排水設備助成条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

  令和４年６月２９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第６２号 

   江東区私道排水設備助成条例施行規則の一

部を改正する規則 

江東区私道排水設備助成条例施行規則（昭和５

７年７月江東区規則第３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２を次のように改める。 
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別表第２（第３条関係） 
種別 形状 寸法 単

位 

単価（円） 備考 

一般工事 工事困難 

排 水 本

管 

内径 150mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 

ｍ 34,942 

43,006 

 深 さ は 、

人 孔 間 の

平 均 深 さ

とする。 
内径 200mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 

ｍ 36,635 

44,700 

76,387 

92,685 

125,194 

135,810 

 

 

88,717 

105,116 

137,879 

148,495 

内径 250mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 3.00ｍ未満 

深さ 3.00ｍ以上 3.40ｍ未満 

ｍ 45,433 

55,514 

81,934 

98,760 

131,749 

142,893 

158,731 

 

 

94,601 

111,480 

144,771 

162,249 

 

内径 300mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 3.00ｍ未満 

深さ 3.00ｍ以上 3.40ｍ未満 

ｍ 65,107 

92,539 

110,425 

144,548 

156,700 

173,613 

 

106,599 

124,637 

159,014 

177,618 

 

内径 350mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 3.00ｍ未満 

深さ 3.00ｍ以上 3.40ｍ未満 

ｍ 99,249 

117,433 

150,295 

163,758 

183,683 

114,051 

132,345 

165,461 

179,737 

 

取 付 管 

 

 

 

 

内径 150mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 

ｍ 28,349 

30,485 

33,050 

 深 さ は 、

排水本管 

（ 人 孔 

間 ） の 平

均 土 被 り

とする。 

内径 200mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 

ｍ 34,887 

37,024 

39,588 

 

管 防 護 内径 150mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 17,474   

内径 200mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 18,247 

 

 

内径 250mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 20,381 

 

 

内径 300mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 20,987 

 

 

人

孔 

人

孔 

矩形人孔 

内径 

60cm×90cm 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.20ｍ未満 

深さ 1.20ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.60ｍ未満 

深さ 1.60ｍ以上 2.00ｍ未満 

深さ 2.00ｍ以上 

箇

所 

544,959 

627,373 

668,453 

714,529 

792,269 

919,926 

 

632,152 

673,232 

719,307 

797,581 

927,893 

 

円形人孔 

内径 70cm 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.20ｍ未満 

深さ 1.20ｍ以上 

箇

所 

295,152 

317,669 

368,536 

 

 

371,190 
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  円形人孔 

内径 90cm 

深さ 1.20ｍ未満 

深さ 1.20ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.60ｍ未満 

深さ 1.60ｍ以上 2.00ｍ未満 

深さ 2.00ｍ以上 2.40ｍ未満 

深さ 2.40ｍ以上 2.80ｍ未満 

深さ 2.80ｍ以上 3.20ｍ未満 

箇

所 

582,656 

663,600 

716,537 

833,276 

929,801 

1,051,114 

1,178,445 

 

667,848 

720,785 

839,119 

938,830 

1,071,828 

1,199,159 

 

副

管 

内径 200mm 

・塩化ビニル 

高さ 1.00ｍ未満 

高さ 1.00ｍ以上 1.50ｍ未満 

高さ 1.50ｍ以上 2.00ｍ未満 

高さ 2.00ｍ以上 

箇

所 

220,378 

240,370 

272,361 

292,573 

  

汚 水 ま

す 

内径 35cm 

Ｌ形ます 

丸形ます 

 箇

所 

 

97,878 

110,139 

  

内径 50cm 

Ｌ形ます 

 

丸形ます 

 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 

箇

所 

 

101,121 

124,931 

115,675 

139,485 
 

内径 70cm  箇

所 

342,641  

雨 水 ま

す 

内径 35cm １枚蓋（深さ 0.80ｍ） 

２枚蓋（深さ 1.00ｍ） 

箇

所 

89,685 

148,970 

  

内径 50cm １枚蓋（深さ 0.80ｍ） 

２枚蓋（深さ 1.00ｍ） 

箇

所 

99,517 

158,802 

 

格 子 蓋

雨 水 ま

す 

内径 50cm 

（標準型） 

 箇

所 

113,416   

内径 35cm 

（角型） 

 箇

所 

90,613  

Ｌ 型 側

溝 

２５０Ｂ 

３００Ｂ 

 ｍ 17,556 

18,184 

  

Ｌ 型 側

溝 コ ン

ク リ ー

ト 基 礎 

２５０Ｂ 

３００Ｂ 

 ｍ 7,270 

7,820 

  

試 験 堀 Ａ形（ 2.0ｍ×

1.0ｍ×1.5ｍ） 

Ｂ形（ 1.5ｍ×

0.7ｍ×1.3ｍ） 

Ｃ形（ 1.0ｍ×

0.7ｍ×1.0ｍ） 

 箇

所 

131,003 

 

38,255 

 

19,126 

  

障 害 物

切 廻 し 

  式 東京都水道局（水道

管）、東京瓦斯株式会社

（ガス管）等の発行する

領収書記載金額の 100 分

の 90以内 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区保健所長委任規則の一部を改正する規則

を公布する。 

  令和４年６月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第６３号 

   江東区保健所長委任規則の一部を改正する

規則 

江東区保健所長委任規則（昭和５０年３月江東

区規則第５６号）の一部を次のように改正する。 
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第１条第２７号コを同号シとし、同号ケ中「第

６７条第１項」を「第６７条」に改め、「第７０

条第１項」の次に「（法第５７条第２項の規定に

より法第５６条第２項の規定を準用する場合を含

む。）」を、「許可営業者」の次に「又は届出営

業者」を、「承継の届出の受理」の次に「、省令

第７０条の２の規定による知事に対して行うべき

営業の届出の受理」を加え、「都規則第１６条の

規定による知事に提出すべき営業開始報告書の受

理」を「省令第７１条の２の規定による知事に対

して行うべき廃業の届出の受理」に、「第２１

条」を「第１９条」に、「第２５条」を「第２２

条」に改め、同号ケを同号サとし、同号中クをコ

とし、エからキまでをカからケまでとし、同号ウ

中「第６７条第１項」を「第６７条」に改め、

「第７０条第１項」の次に「（法第５７条第２項

の規定により法第５６条第２項の規定を準用する

場合を含む。）」を、「許可営業者」の次に「又

は届出営業者」を、「承継の届出の受理」の次に

「、省令第７０条の２の規定による営業の届出の

受理」を、「変更の届出の受理」の次に「、省令

第７１条の２の規定による廃業の届出の受理」を

加え、「規則第４条の規定による廃業届の受理、

規則第６条の規定による営業報告書の受理」を

「省令第７１条の２の規定による廃業の届出の受

理、規則第７条の規定による営業許可書の交付」

に、「第７条第１項」を「第８条第１項」に、

「開始報告書」を「生食用食肉の取扱い開始報告

書」に、「廃止報告書」を「生食用食肉の取扱い

廃止報告書」に改め、同号ウを同号エとし、同号

エの次に次のように加える。 

  オ 卸売市場外の営業に係る法第５８条第１

項の規定による回収の届出の受理 

第１条第２７号中イをウとし、アをイとし、同

号にアとして次のように加える。 

 ア 法第８条第１項の規定による指定成分等

含有食品に係る健康被害情報の届出の受理 

第１条第２９号中カからスまでを削り、同号セ

中「第１９条第１項」を「第１７条第１項」に改

め、同号セを同号カとし、同号中ソからニまでを

削り、同号ヌ中「第１９条第１項」を「第１７条

第１項」に改め、同号ヌを同号キとし、同号ネを

削り、同号ノ中「第２０条第１項」を「第１９条

第１項」に改め、同号ノを同号クとし、同号ハを

同号ケとし、同条第５０号の２中「という。）」

の次に「及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則

（昭和２８年厚生省令第１４号。以下この号にお

いて「省令」という。）」を加え、同号に次のよ

うに加える。 

 タ 省令第１条の４の規定による麻薬小売業

者の役員の変更の届出の受理 

 第２条中「第２７号ア、同号エ、同号オ、同号

カ、第２９号セ」を「第２７号イ、同号カ、同号

キ、同号ク、第２９号カ」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 （ 教 ） 

 

江東区立幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関す

る規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年６月３０日 

    江東区教育委員会 

         教育長  本 多 健一郎 

        教育委員  眞 貝 裕利子 

◎江東区教育委員会規則第４号 

   江東区立幼稚園教育職員の特殊勤務手当に

関する規則の一部を改正する規則 

 江東区立幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関す

る規則（平成１２年３月江東区教育委員会規則第

１８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２中「３，２００円」を「８，０００

円」に、「６，４００円」を「１６，０００円」

に、「３，０００円」を「７，５００円」に改め

る。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の江東区立幼稚園教育

職員の特殊勤務手当に関する規則（以下「改正

後の規則」という。）別表第２の規定は、令和

４年４月１日以後の勤務に係る教員特殊業務手

当について適用し、同日前の勤務に係る教員特

殊業務手当については、なお従前の例による。 

（教員特殊業務手当の内払） 

３ 改正後の規則別表第２の規定を適用する場合

においては、この規則による改正前の江東区立

幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の

規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、

改正後の規則の規定による教員特殊業務手当の

内払とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第１９６号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和４年６月７日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１９７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和４年６月９日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

令和４年６月９日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 深２４号 

江東区佐賀一

丁目４番１先

から 

江東区佐賀一

丁目４番２先

まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

２ 深２８号 

江東区佐賀一

丁目２６番１

２先から 

江東区佐賀一

丁目２６番１

先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

３ 深３７号 

江東区永代二

丁目３番１先

から 

江東区永代二

丁目３番２先

まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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４ 深１３８号 

江東区牡丹三

丁目１０番５

先から 

江東区牡丹三

丁目１０番３

先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

５ 深１４２号 

江東区牡丹三

丁目１０番３

先から 

江東区牡丹三

丁目１０番１

２先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

６ 深３６９号 

江東区森下一

丁目４番１先

から 

江東区森下一

丁目４番１３

先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

７ 深３７４号 

江東区森下一

丁目２６番６

先から 

江東区森下一

丁目２６番１

５先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

８ 深３７６号 

江東区常盤二

丁目７番２先

から 

江東区常盤二

丁目７番４先

まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

９ 深４２２号 

江東区森下五

丁目１０番４

先から 

江東区森下五

丁目１０番７

先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

１０ 深４３８号 

江東区毛利一

丁目４２番１

６先から 

江東区毛利一

丁目４２番１

８先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

１１ 深４４３号 

江東区毛利一

丁目２６番９

先から 

江東区毛利一

丁目２６番１

２先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

１２ 城９１号 

江東区大島二

丁目１５９番

１先から 

江東区大島二

丁目２０３番

先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

１３ 城１４０号 

江東区北砂三

丁目３１４番

７先から 

江東区北砂三

丁目３１４番

１５先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

１４ 江９７号 

江東区大島三

丁目４７２番

１先から 

江東区大島三

丁目４６９番

４先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

１５ 江５１４号 

江東区亀戸九

丁目２４０番

１４先から 

江東区亀戸九

丁目１２９番

２先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

１６ 江５６６号 

江東区亀戸九

丁目１２９番

４０先から 

江東区亀戸九

丁目１２９番

２１先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第１９８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和４年６月９日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

令和４年６月９日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 備考 

１ 深２４号 

江東区佐賀一

丁目４番１先

から 

江東区佐賀一

丁目４番２先

まで 

なし 

２ 深２８号 

江東区佐賀一

丁目２６番１

２先から 

江東区佐賀一

丁目２６番１

先まで 

なし 

３ 深３７号 

江東区永代二

丁目３番１先

から 

江東区永代二

丁目３番２先

まで 

なし 

４ 深１３８号 

江東区牡丹三

丁目１０番５

先から 

江東区牡丹三

丁目１０番３

先まで 

なし 

５ 深１４２号 

江東区牡丹三

丁目１０番３

先から 

江東区牡丹三

丁目１０番１

２先まで 

なし 

６ 深３６９号 

江東区森下一

丁目４番１先

から 

江東区森下一

丁目４番１３

先まで 

なし 

７ 深３７４号 

江東区森下一

丁目２６番６

先から 

江東区森下一

丁目２６番１

５先まで 

なし 

８ 深３７６号 

江東区常盤二

丁目７番２先

から 

江東区常盤二

丁目７番４先

まで 

なし 

９ 深４２２号 

江東区森下五

丁目１０番４

先から 

江東区森下五

丁目１０番７

先まで 

なし 

１０ 深４３８号 

江東区毛利一

丁目４２番１

６先から 

江東区毛利一

丁目４２番１

８先まで 

なし 

１１ 深４４３号 

江東区毛利一

丁目２６番９

先から 

江東区毛利一

丁目２６番１

２先まで 

なし 

１２ 城９１号 

江東区大島二

丁目１５９番

１先から 

江東区大島二

丁目２０３番

先まで 

なし 

１３ 城１４０号 

江東区北砂三

丁目３１４番

７先から 

江東区北砂三

丁目３１４番

１５先まで 

なし 

１４ 江９７号 

江東区大島三

丁目４７２番

１先から 

江東区大島三

丁目４６９番

４先まで 

なし 

１５ 江５１４号 

江東区亀戸九

丁目２４０番

１４先から 

江東区亀戸九

丁目１２９番

２先まで 

なし 
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１６ 江５６６号 

江東区亀戸九

丁目１２９番

４０先から 

江東区亀戸九

丁目１２９番

２１先まで 

なし 
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◎江東区告示第１９９号 

江東区区有通路管理条例（平成４年３月江東区

条例第１７号）第３条の規定に基づき、区有通路

の区域を下記のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、令和４年６月９日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

  令和４年６月９日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ ６０２１号 

江東区南砂五

丁目５９１番

３先から 

江東区南砂五

丁目５９１番

１９先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

２ ６０２２号 

江東区南砂五

丁目５９１番

４先から 

江東区南砂五

丁目５９１番

３２先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

３ ６０２３号 

江東区南砂五

丁目５９１番

３２先から 

江東区南砂五

丁目５９１番

２８先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

４ ６０４２号 

江東区北砂四

丁目１２２９

番９先から 

江東区北砂四

丁目１２３４

番５先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

５ ６０４３号 

江東区北砂四

丁目１２４２

番１６先から 

江東区北砂四

丁目１２４２

番２８先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

６ ６０５２号 

江東区北砂六

丁目５７３番

１６先から 

江東区北砂六

丁目５７３番

１４先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

７ ６０７５号 

江東区東砂四

丁目１４８番

５先から 

江東区東砂四

丁目１４８番

９先まで 

次図表示の

とおり 

 

次図表示の

とおり 

８ ６０９０号 

江東区北砂五

丁目１３７番

９９先から 

江東区北砂五

丁目１３７番

１０１先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

９ ６０９０号 

江東区北砂五

丁目１３７番

１２６先から 

江東区北砂五

丁目１９４番

３７先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

１０ ６０９４号 

江東区北砂五

丁目１３７番

１２６先から 

江東区北砂五

丁目１３７番

３２先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

１１ ６２３６号 

江東区北砂三

丁目１２２番

１先から 

江東区北砂三

丁目１２２番

４先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第２０１号 

 令和３年６月８日江東区告示第１６５号の一部

を次のように改正する。 

  令和４年６月９日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   

「 ５ 代表者の氏名

及び住所 

氏名 波多野 誠 

住所 江東区古石場二丁

目１４番１‐２６

０１号 

 

 

 

」 

を 
「 ５ 代表者の氏名

及び住所 

氏名 石川 祐介 

住所 江東区古石場二丁

目１４番１‐１２

１０号 

 

 

 

」 

に改める。 

                    

◎江東区告示第２０２号 

 平成２４年６月２５日江東区告示第１６４号の

一部を次のように改正する。 

  令和４年６月９日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   
「 ５ 代表者の氏名

及び住所 

氏名 斎藤 春男 

住所 江東区亀戸二丁目

７番９号 

 

 

」 

を 
「 ５ 代表者の氏名

及び住所 

氏名 齋藤 義明 

住所 江東区亀戸二丁目

２９番６号 

 

 

」 

に改める。 

                    

◎江東区告示第２０４号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

  令和４年６月１０日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

施設名 所在地 確認年月日 
施設の

種類 

神明幼稚園 

東京都

江東区

森下一

丁目３

番１７ 

令和４年４月

１日 

子 ど

も・子

育て支

援法第

７条第 

号 １０項

第５号

に規定

する幼

稚園等

が実施

する預

かり保

育事業 

                    

◎江東区告示第２０６号 

 道路占用許可基準（平成１６年６月江東区告示

第１４５号）の一部を次のように改正する。 

  令和４年６月１３日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   

 第３４条中第１０号を第１２号とし、第２号か

ら第９号までを２号ずつ繰り下げ、第１号の次に

次の２号を加える。 

(2) 車道から上屋に正対して正面の車道側の壁

面に添加広告板の設置を認めることができる

場合は、次の要件を全て満たすものであるこ

と。 

ア 添加広告板の設置後に歩道等の有効幅員

を確保できない等の理由により、前号によ

ることが適当でない場合であること。 

イ 開口部と添加広告板との間の壁面を透明

にするなどして安全が確保されていること。 

ウ 次号による安全策が十分に講じられてい

ること。 

(3) 添加広告板により生ずる死角から車道への

飛び出し事故及び自転車等とバスの乗降客と

の出会い頭の接触事故を防止するための安全

策が十分に講じられているものであること。

この場合において、特に、添加広告板の最下

部と路面との間に適当な間隔を確保しておく

こと。ただし、防護柵の設置その他の手段に

より安全策が十分に講じられる場合は、この

限りでない。 

                    

◎江東区告示第２０７号 

 平成２９年５月１５日江東区告示第１７０号の

一部を次のように改正する。 

  令和４年６月１３日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   
「 ２ 規約に定める

目的 

区域の住民相互の連絡、

環境の整備、防災、集会 

施設の維持管理、その他 

良好な地域社会の維持及 

び形成に資する地域的な 

共同活動を行うことを目 
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  的とする。 」 

を 
「 ２ 規約に定める

目的 

本会は、区域の住民相互

の連絡、環境の整備、防

災、集会施設の維持管理

等良好な地域社会の維持

及び形成に資する地域的

な共同活動を行うことを

目的とする。 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 
「 ８ 規約に解散の

事由を定めたと

きは、その事由 

定めなし  

 

」 

を 
「 ８ 規約に解散の

事由を定めたと

きは、その事由 

本会は、地方自治法第２

６０条の２０各号の規定

により解散する。 

２．総会の議決に基づい

て解散する場合は、総会

員の４分の３以上の承諾

を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

                    

◎江東区告示第２０８号 

 令和４年６月１３日、江東区議会の議決を経た、

令和４年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和４年６月１３日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 令和４年度江東区一般会計補正予算（第１

号） 
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◎江東区告示第２０９号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定の変更をした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

令和４年６月１５日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 変更に係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 変更の年月日 

令和４年６月１５日 

３ 変更に係る道路の位置 

江東区新砂三丁目２４６４番１８の一部、２

４の一部、３５の一部、４１の一部 

４ 変更に係る道路の延長及び幅員 

（追加） 幅員１０．２５７～１０．２６１

ｍ 延長１４６．６８８ｍ 

（取消し） 幅員１０．０００ｍ 延長１８

０．０４７ｍ 

                    

◎江東区告示第２１１号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和４年６月２２日 
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   江東区長  山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２１２号 

 令和４年東京都告示第９４７号に係る東京都市

計画防災街区整備方針の変更について、東京都知

事から関係図書の写しの送付があったので、下記

の場所において公衆の縦覧に供する。 

令和４年６月２３日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計

画課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第２１３号 

 令和４年６月１７日付東京都告示第９４０号に

係る東京都市計画地区計画の変更について、東京

都知事から関係図書の写しの送付があったので、

下記の場所において公衆の縦覧に供する。 

令和４年６月２３日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計

画課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第２１４号 

   特定教育・保育施設の確認について 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第３１条第１項の規定

に基づき、特定教育・保育施設に係る法第２７条

第１項の確認を行ったので、法第４１条第１号の

規定により下記のとおり告示する。 

令和４年６月２３日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

設置者

名 
施設名 所在地 

確認 

年月日 

施設の

種類 

株式会

社アン

ジェリ

カ 

アンジェ

リカ白河

保育園 

江東区

三好３丁

目２番１

１号 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

社会福

祉法人

豊友会 

もんなか

ほうゆう

保育園 

江東区

冬木１１

番１７号

イシマビ

ル１・２

階 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

ＨＩＴ

ＯＷＡ

キッズ

ライフ

株式会

社 

太陽の子

越中島保

育園 

江東区

越中島

２丁目

１番３

０号越

中島Ｓ

Ｔビル

４階 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

 

社会福

祉法人

誠高会 

豊洲枝川

さくらん

ぼ保育園 

江東区

枝川１

丁目２

番９号 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

株式会

社グロ

ーバル

キッズ 

グローバ

ルキッズ

豊洲園 

江東区

豊洲５

丁目１

番２６

号 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

東京建

物キッ

ズ株式

会社 

おはよう

保育園有

明 

江東区

有明１

丁目６

番３０

Ｂｒｉ

ｌｌｉ

ａＴｏ

ｗｅｒ

有明Ｍ

ＩＤＣ

ＲＯＳ

Ｓ２階 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

株式会

社チャ

イルド

ステー

ジ 

チェリッ

シュナー

サリース

クール木

場 

江東区

千石１

丁目３

番２６

号 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

有限会

社ミル

キーウ

ェイ 

保育園ミ

ルキーウ

ェイ清澄

白河園 

江東区

扇橋１

丁目１

５番３

号 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

株式会

社アソ

シエ・

インタ

ーナシ

ョナル 

アソシエ

住吉扇橋

保育園 

江東区

扇橋３

丁目１

５番２

号 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

株式会

社さく

らさく

みらい 

さくらさ

くみらい

木場 

江東区

木場１

丁目４

番７号 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

株式会

社さく

らさく

みらい 

さくらさ

くみらい

新東陽 

江東区

東陽２

丁目４

番３９

号 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 
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株式会

社ポピ

ンズエ

デュケ

ア 

ポピンズ

ナーサリ

ースクー

ル亀戸 

江東区

亀戸６

丁目３

１番１

号 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

社会福

祉法人

どろん

こ会 

メリーポ

ピンズ南

砂ルーム 

江東区

東砂７

丁目１

０番３

号１階 

令 和 ４

年 ４ 月

１日 

保育所 

                    

◎江東区告示第２１６号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定の変更をした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

令和４年６月２７日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 変更に係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 変更の年月日 

令和４年６月２７日 

３ 変更に係る道路の位置 

江東区青海二丁目４８番の一部、５８番の一

部 

４ 変更に係る道路の延長及び幅員 

幅員２０．００ｍ 延長９８４．３１ｍ 

                    

◎江東区告示第２１８号 

 江東区情報公開条例（平成１３年３月江東区

条例第３号）第３２条の規定により令和３年度に

おける公文書の開示等の実施状況について、江東

区個人情報保護条例（平成１０年３月江東区条例

第１０号）第５５条の規定により同年度における

同条例の運用状況について、別紙のとおり公表し

ます。 

令和４年６月３０日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    
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◎江東区告示第２１９号 

 令和４年６月３０日、江東区議会の議決を経た、

令和４年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和４年６月３０日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 令和４年度江東区一般会計補正予算（第２

号） 
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◎江東区告示第２２１号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２５第４項及び児童福祉法（昭和２２年
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法律第１６４号）第２４条の３２第２項の規定に

基づき事業の廃止の届出があったので、下記のと

おり公示する。 

令和４年７月１日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  有限会社江東ヘルパーステーション 

   江東区南砂２‐３７‐１０‐４０７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  江東ヘルパ‐ステ‐ション 

   江東区南砂２‐３７‐１０‐４０８ 

３ 廃止年月日 

  令和４年６月３０日 

４ 事業の種類 

  特定相談支援事業 

  障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

  特定なし 

                    

◎江東区告示第２２２号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２０第１項及び児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２４条の２８第１項の規定に

基づき事業所を指定したので、下記のとおり公示

する。 

  令和４年７月１日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  株式会社仁済 

   品川区大井１‐４９‐１２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  江東ヘルパーステーション 

   江東区南砂２‐３７‐１０‐４０８ 

３ 指定年月日 

  令和４年７月１日 

４ 事業の種類 

  特定相談支援事業 

  障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

  特定なし 

                    

◎江東区告示第２２５号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

  令和４年７月１日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０６２０８ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ＳＯＭＰＯケア大島砂町居宅介護支援 

東京都江東区大島五丁目３６番８号宍戸第

３ビル５階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  ＳＯＭＰＯケア株式会社 

東京都品川区東品川四丁目１２番８号 

代表取締役 鷲見 隆充 

４ 廃止年月日 

令和４年６月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２２６号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

  令和４年７月１日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０５８４６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

あわーず東京江東居宅介護支援ステーション 

東京都江東区大島四丁目６番２３号田中ビ

ル１階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社あわーず東京城東 

東京都江東区大島四丁目６番２３号 

代表取締役 藤田 敏克 

４ 廃止年月日 

令和４年６月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２２７号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

  令和４年７月１日 
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  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０２５４６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

亀戸在宅介護支援センター 

東京都江東区亀戸四丁目２１番１３号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  社会福祉法人あそか会 

東京都江東区住吉一丁目１８番１５号 

理事長 古城 資久 

４ 廃止年月日 

令和４年６月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２２８号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

  令和４年７月１日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０２６０３ 

２ 事業所の名称及び所在地 

西大島在宅介護支援センター 

東京都江東区大島四丁目１番３７号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  社会福祉法人あそか会 

東京都江東区住吉一丁目１８番１５号 

理事長 古城 資久 

４ 廃止年月日 

令和４年６月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２２９ 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

第４９条の７第１項の規定に基づく指定避難所を

下記のとおり指定した。 

  令和４年７月１日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

１ 新たに指定をする指定避難所 

(1) 施設名及び施設種別 

   こどもプラザ（公共施設） 

(2) 住所 

   江東区住吉一丁目９番８号 

                    

◎江東区告示第２３１号 

 開発行為に関する工事の完了公告 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

９条の規定に基づき許可した下記の開発行為に関

する工事は完了した。 

  令和４年７月４日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 開発区域

又は工区に

含まれる地

域の名称 

江東区東砂六丁目５６番１ 

２ 許可を受

けた者の住

所・氏名 

東京都渋谷区道玄坂一丁目２１

番１号 

東急不動産株式会社 

代表取締役 岡田 正志 

                    

◎江東区告示第２３３号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

  令和４年７月５日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０２６１１ 

２ 事業所の名称及び所在地 

古石場在宅介護支援センター 

東京都江東区古石場二丁目１４番１‐１０

１号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  社会福祉法人あそか会 

東京都江東区住吉一丁目１８番１５号 

理事長 古城 資久 

４ 廃止年月日 

令和４年６月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２３８号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

  令和４年７月５日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   



令和 4年 7月 15日（金曜日）     江 東 区 公 報            （第 893号） 

 

 

 

75 

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０２４９６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

江東ホーム在宅介護支援センター 

東京都江東区東陽二丁目１番２号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  社会福祉法人あそか会 

東京都江東区住吉一丁目１８番１５号 

理事長 古城 資久 

４ 廃止年月日 

令和４年６月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１１号 

 下記により、令和４年第６回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和４年６月２１日 

江東区教育委員会        

教育長  本 多 健一朗 

記 

１ 日時 令和４年６月２４日（金）  

午前１０時 

２ 場所 江東区文化センター 

３ 議題 

  日程第１ 議案第２１号 江東区文化財の指

定 

４ 報告事項 

(1)  令和４年第２回区議会定例会（教育委員

会関係）について 
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告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第９号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり１名を抹消した。 

令和４年６月２２日 

       江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略］ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

  令和４年６月２２日 

江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数           

８，５０２ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数          １３７，５１６ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数         

７０，８４９ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１１号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

９条の規定により、令和４年７月１０日執行の参

議院議員選挙における、各投票区の投票所を別紙

のとおり定める。 

令和４年６月２２日 

       江東区選挙管理委員会 
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〔別紙〕 



（第 893 号）             江 東 区 公 報    令和 4 年 7 月 15日（金曜日） 

 

 

 

78 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１２号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

４年７月１０日執行の参議院議員選挙における投

票管理者及び同職務代理者を、別紙のとおり選任

した。 

令和４年６月２２日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１３号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

８条の２第６項により準用される第３９条及び第

４０条第１項但書の規定により、令和４年７月１

０日執行の参議院議員選挙における期日前投票所

を、次のとおり定める。 

令和４年６月２２日 

         江東区選挙管理委員会 

期日前投票

所の建物名

称 

所  在  地 

当該期日前投

票所を設ける

期間及び時間 

江東区役所 
江東区東陽四丁目

１１番２８号 

令和４年６月

２３日から７

月９日まで 

午前８時３０

分から午後８

時まで 

豊洲シビッ

クセンター 

江東区豊洲二丁目

２番１８号 

森下文化セ

ンター 

江東区森下三丁目

１２番１７号 

令和４年７月

３日から７月

９日まで 

午前８時３０

分から午後８

時まで 

富岡区民館 
江東区富岡一丁目

１６番１２号 

小松橋区民

館 

江東区扇橋二丁目

１番５号 

カメリアプ

ラザ 

江東区亀戸二丁目

１９番１号 

総合区民セ

ンター 

江東区大島四丁目

５番１号 

砂町区民館 
江東区北砂四丁目

７番３号 

南砂区民館 
江東区南砂六丁目

８番３号 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１４号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

９条の２第４項により読み替えて適用される第４

８条の２第１項の規定により、次の期日前投票所

を在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票

することができる期日前投票所として指定した。 

令和４年６月２２日 

         江東区選挙管理委員会 

期日前投票所の建物名称 所  在  地 

江東区役所 
江東区東陽四丁目１

１番２８号 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１５号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

４年７月１０日執行の参議院議員選挙における期

日前投票所の投票管理者及び同職務代理者を、別

紙のとおり選任した。 

令和４年６月２２日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１６号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

４条の規定により、令和４年７月１０日執行の参

議院議員選挙の開票の場所及び日時を、次のとお

り告示する。 

令和４年６月２２日 

         江東区選挙管理委員会 

１ 開票場所 ホテルイースト２１東京 

江東区東陽六丁目３番３号 

２ 開票日時 令和４年７月１０日 

午後８時５０分開始 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１７号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第６７条第１項の規定により、令和

４年７月１０日執行の参議院（東京都選出）議員

選挙における開票管理者及び同職務代理者を、次

のとおり選任した。 

令和４年６月２２日 

         江東区選挙管理委員会 

 開票管理者 小西典子  

江東区東砂二丁目 
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 同職務代理者 小櫻 勲 

江東区大島七丁目 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１８号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第６７条第１項の規定により、令和

４年７月１０日執行の参議院（比例代表選出）議

員選挙における開票管理者及び同職務代理者を、

次のとおり選任した。 

令和４年６月２２日 

         江東区選挙管理委員会 

開票管理者 柴田 幸雄 

江東区東陽三丁目 

 同職務代理者 植村 典侑 

江東区北砂五丁目 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１９号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

２条第６項の規定により、令和４年７月１０日執

行の参議院（東京都選出）議員選挙及び参議院

（比例代表選出）議員選挙における江東区開票区

の開票立会人のくじを行う場所及び日時を、次の

とおり告示する。 

令和４年６月２２日 

         江東区選挙管理委員会 

１ 場所 江東区役所  

江東区東陽四丁目１１番２８号 

２ 日時 令和４年７月７日 

午後５時３０分開始 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２０号 

令和４年６月２２日付江東区選挙管理委員会告

示第１５号の一部を次のように改める。 

令和４年６月２４日 

         江東区選挙管理委員会 

〔以下省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和４年第２回定例会） 

 ６月８から６月３０日まで会期２３日間にわた

って開会した令和４年第２回江東区議会定例会に

おいて、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

  議案第３２号 令和４年度江東区一般会計補

正予算（第１号） 

（６月１３日原案可決） 

議案第３３号 包括外部監査契約の締結につ

いて 

議案第３４号 江東区奨学資金貸付金の返還

請求に関する民事訴訟の提起

について 

議案第３５号 仙台堀川公園改修工事（Ｂ‐

５）請負契約 

議案第３６号 清水橋架替工事（その２）請

負契約 

議案第３７号 江東区文化センター改修工事

請負契約 

議案第３８号 江東区文化センター電気設備

改修工事請負契約 

議案第３９号 江東区文化センター機械設備

改修工事請負契約 

議案第４０号 江東区亀戸スポーツセンター

改修工事請負契約 

議案第４１号 江東区亀戸スポーツセンター

機械設備改修工事請負契約 

議案第４２号 特別養護老人ホーム江東ホー

ム改修工事請負契約 

議案第４３号 特別養護老人ホーム江東ホー

ム電気設備改修工事請負契約 

議案第４４号 特別養護老人ホーム江東ホー

ム機械設備改修工事請負契約 

議案第４５号 江東区立元加賀小学校校舎そ

の他改修工事請負契約 

議案第４６号 江東区立第二大島小学校改築

工事請負契約 

議案第４７号 江東区立第二大島小学校改築

電気設備工事請負契約 

議案第４８号 江東区立第二大島小学校改築

機械設備工事請負契約 

議案第４９号 江東区立深川第二中学校校舎

その他改修工事請負契約 

議案第５０号 江東区立深川第二中学校校舎

その他電気設備改修工事請負
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契約 

議案第５１号 江東区立深川第二中学校校舎

その他機械設備改修工事請負

契約 

議案第５２号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５３号 江東区事務手数料条例等の一

部を改正する条例 

議案第５４号 江東区特別区税条例等の一部

を改正する条例 

議案第５５号 江東区立幼稚園教育職員の給

与に関する条例の一部を改正

する条例 

議案第５６号 令和４年度江東区一般会計補

正予算（第２号） 

（以上６月３０日原案可決） 

２ 選任同意（区長提出） 

議案第５７号 江東区監査委員選任同意方に

ついて   

松 土 英 男  

（６月３０日同意） 

３ 報告（区長提出） 

報告第１号 令和３年度江東区繰越明許費繰

越計算書について 

（６月８日報告） 

４ 議案（議員提出） 

議員提出議案第１２号 学校におけるネット

いじめ防止対策の更

なる強化を求める意

見書 

議員提出議案第１３号 環境教育の推進及び

カーボンニュートラ

ル達成に向けた学校

施設のＺＥＢ化の更

なる推進を求める意

見書 

議員提出議案第１４号 子育て支援の財源等

に関する意見書 

（以上６月３０日原案可決） 

５ その他の議決事項等 

令和４年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

（６月８日設置及び選任） 

諮問第２号 審査請求に関する諮問について

※ 

令和４年度国内都市行政視察に関わる議員の

派遣について 

令和４年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

（以上６月３０日決定） 

  ※審理員意見書の内容は妥当である旨答

申することの決定。 

 


